
健肝発 0327第 1号
平成 31年 3月 27日

各都道府県衛生主管部 (局)長 殿

厚生労働省健康局がん !疾病対策課

肝炎対策推進室長

(公印省略 )

「庁がん :重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正

について

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の取扱いについては、平成 30年 7月 12
日健肝発第 0712第 1号厚生ガ働省健康局がん。疾病対策課肝炎対策推進室長通
知′「肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い」により示していると

ころであるが、今般、
′
その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成 31年 4月

1日 より鼈用することとしたので通知する。
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肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い

1,医療給付の申請について
(1)              (略 )

①               (略 )

② 70歳以上75歳未満の申請者
ア～工            (H各 )オ
申                             房蓄壱

及び
力              (略 )

③ 75歳以上の申請者
ア～工            (略 )            ・ ′

オ 申請者の住民栗の写し。ただし、所得区分がTttLぁたる者は、申請者及び
申請者と同一の世帯に属するすべてめ者について記載のある住良票あ写し
力              (略 )     .   I
(2)実施要綱 6(2)た だし書により、 申請を行う場合には、 に掲げ

の

(1)

とする。

(P主

ぞ‡三酢ζぞ督ヨ畳ヒξ21整彗禁9昔三警ξど三浄苫雪ζこ雪藍二子宴辞三
証及び変軍箇所にかかる関係書類を添えて提出するものとすると

2.～ 11 (略 )

(男
llン代1) 、  (男 llψ憮2) (略 )

肝がん・重度月千F買変治療研究促進事業の実務

1,医療給付の申請について
(1)   ‐、          (略 )

①               (略 )

② 70歳以上75歳未満の申請者
ア～工      _     (略 )

オ 申請者及び申請者と同下の世帯に属するすべての
票の写し

力               (略 )

③  75歳 以上の申請者
ア～■            (略 )

オ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすがての
票の写 し

力            十 (略 )
(2)実施要綱 6(2)た だし書により、更新の申請を行 う
付は要しないものとする。

(3)2(5)の参加者証の交付を受けた者 (以下「参加
当該参加者証の記載内容に変更がある場合 (9の
参加者証を交付した都道府県知事に対して変更があつ
し、参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて

(略 )

(略 )

2.～ 11

(別添 1)、  暢可添 2)

′ヽて記載のある住民

′ヽて記載のある住民

こは 、 呻

′ヽう。)であつて、
|については、当該
を交付申請書に記載
るものとする。

陳扱い



改正前

(丹町潟ミ3) |                   |肝がん
夫浸τ輔扉釜」茜微偏笹攘琴弯上豊

治療早的の

1. ～ 3 (略 )

4.重度肝硬変 (非代償性肝硬変
(1)～ (2)     |

)の医療行為と判断する薬剤等 (r般名)
(田各)              |

(3)抗ウイルス治療薬
の

い

患者と認定された者に限る。

つ

(別紙様式例 1)～ (別紙様式例 9)(略 )

ン エ ロ

;る として、
!行為 について 辻 喜前に着R

肝がん・重度肝硬変 (非代償性肝硬変)¢
入院と判断するための医療行為一勇

4.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬 :

(1)～ (2)          (略 )

玉愛F設 )

(別紙様式例 1)～ (別紙様式例 9)(円吾)

(別添 3)

(新設 )

(｀

(略 )1. ～ 3.

治療 目的の

側等 (一般名 )



肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱とヽ

1.医療給付の申請について
(1)「肝がん ,重度肝硬変治療研究促進事業について」 (平成 30年 6月 27
日健発第 0627第 1号厚生労働省健康局長通知)の別添「肝がん `重度肝
硬変治療研究促進事業実施要綱」 (以下「実施要糸岡」という。)「 3に定める

医療の給付を受けようとする者 (以下「申請者」という。)'は、別紙様式例

1に よる肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 (以下
「交付申請書」という。)に以下の①から③の区分によ:り 、それぞれに掲げ

る書類を添えて、申請者が居住する都道府県知事に申請するものとする。な

お、65歳以上 75歳未満の者が、後期高齢者医療制度に加入している場合
は、③ 75歳以上の申請者の例によるものとする。
① 70歳未満の申請者
ア 別紙様式例 2に よる臨床調査個人票及び同意書 (臨床調査個人票につ
いては実施要綱 5(1)、に定める指定医療機関 (以下「指定医療機関」と

いう。)の医師、同意書については原則として患者本人が記入したもの。
以下「個人票等」

「という。)

イ 申請者の氏名が記載された医療保[父の被保険者証の写し
ウ 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証 (以下「限度
額適用認定証等」という。)の写 し  :
工 申請者の住民票の写し
オ 別紙様式例 6に よる肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記
録票 (以下「入院記録票」というと)(医療の給付を受けようとする日の
属する月以前の 12月 以内に、指定医療機関において実施要綱 3(2)に
定める肝がん。重度肝硬変入院関係医療 (以下「月千がん。重度肝硬変入院

関係医療」という。)(高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた
月
「
数が既に 3月 以上あることが記録されているもの)の写し  ヽ

② 70歳 以上 75歳未満の申請者
ア 個人票等
イ 申請者の氏名が調載された医療保「父の被保険者証と高齢受給者証の写
し ノ

ウ 限度額適用認定証等の写し (但 し、所得区分が一般にあたる者を除く)
工 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課
税証明書類



オ 申請者の住民票の写 し3ただし、所得区分が一般にあたる者は(申
及び申請者と同上の世帯に属するすべての者について記載のある住民葉

の写 し

力 入院記録票 (医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月
以内に、指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療

養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に 3月 以上あることが

記録 されているもの)の写し
③ 75歳 以上の申請者   |
ア 個人票等
イ :申請者の氏名が記載 された後期高齢者医療被保険者証の写 し   F
ウ 限度額適用認定証等の写し (但 し(所得区分が一般にあたる者を除く)
工 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税謀税・非課
税証明書類

オ 申請者の住民票の写 し。ただし、所得区分が一般にあたる者は、申請者
及び申請者 と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票

の写 し

力 入院記録票ヽ(医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月
以内に、指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療

養費が支給 されるものに限る。)を受けた月数が既に 3月 以上あることが

記録 されているもの)の写し
(2)実施要綱 6(2)た だし書により、更新の申請を行 う場合には、 (1 イこ
掲げる書類 (個人票等及び [艮ナ果存額適用認疋

~口正等の写しを!除く。) 2 (_5)_  _、

により交付された参加者証の写 し及び医療保険における所得区分の認定を

行!う ために必要な書類等Q益付を要することとする。
(J)■参加者証の交付を受けだ看 (以下「参加者とという。)であらて1当該参
加者証の記載内容に変更がある場合 (9の場合を除く)については、当該参
加者証を交付 ヒ́た都道府県知事に対し、変更があつた箇所を交付申請書に

__ 記載し、参珈者証及び変更箇所にかかる関係書類を添:えて提出する!も のと
する。

2.対象患者の認定及び参加者証の交付手続き等について
(1)都道府県知事は、交付申請書等を受理したときは速やかに当該申請に姑す
る認定の可否を決定する・ものとする。

(2)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に 定める認定を行う際には、個人票等
に基づき、別添 1に定める対象忠者の診断・認定基準 (以下「診断・認定基

準」という。)に該当する患者であることを適正に認定するものとする。こ



の場合において、都道府県知事は、必要と認めるときは、実施要綱 6(1)
に定める認定協議会に意見を求めるものとする。

3 6 1

付を受けようとする日の属する月以前の 1号 月以内に、指定医療機関にお

いて肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が東給されるものに限

る。)を受けた月数が既に3月 以上あることを確認するものとする。
(4)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に定める認定を行う際には、限度額適
用認定証等、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証その他所得の状

況́を把握できる書類に基づき、申請者が実施要綱4(2)の表の階層区分に
該当する者であることを確認した上で、(2).に よる認定及び (3).に よる

確認が行われた申請者が加入する保険者に姑し、医療保険における所得区

分の認定を行うために必要な書類等を添えて照会を行い、当該申請者に適

用される医療保 [父における所得区分について参力日者証の適用区分欄に記載

を行うものとする。  1
(5〉 都道府県知事は、 (4)に より医療保険における所得区分に係る記載を行
つた申請者を対象患者と認定したときはく速やかに当該患者に対し、別紙様

式例 3による参加者証を交付するものとする。   :         ュ

(6)都道府県知事は、認定を否とした場合には(具体的な理由を付してその結
果を申請者に通知するものとするЬ

(7)参加者証については、原則として、有効期間は 1年以内とし、交付申請書
等を受理した日の属する月の初日から起算するものとする。

3.認定の取消について
(1)参加者は、参加者証の有効期間内に実施要綱 7(2)に 定める研究に協力
することの同意を撤回したい等認定の取消を求める場合は、参加者証を交

付 した都道府県知事に対 し、別紙様式例 4による肝がん ,重度肝石更変治療研

究促進事業参加終了申請書 (以下「参加終了申請書」とい う。)を提出する

ものとす る。その際、交付を受けている参力日者証を添付 しなければならな

い 。

なお、申請時期にかかわらず、参加終了申請書の受理 日の属する月の末日

までは同意の撤回はできない。

(2)都道府県知事は、認定を取 り消すこととした場合は、速やかに別紙様式例
5に よる肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加終了通知書 (以下「参加

終了通知書」という。)を参加者に送付するものとする。その際、都道府県
知事は、遅滞なく、厚生労働大臣に参加終了通知書の写 しを送付 しなければ

ならない。           ・



(3)(2)に より認定を取り消すこととした当該参加者の認定の有効期間は、
参力日終了申請書の提出を受けて認定を取り消す場合は その申請時期にか

かわらず、参加終了申請書の受理日の属する月の末日まで有効となるもの

とし、参加終了申請書の提出によらずして都道府県知事が認定を取り消す

場合は、認定を取り消すこととした日の属する月の末日まで有効となるも

のとする。

4.― 入院記録票の管理について

(1)都道府県知事は、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん 。

(以下「肝がん 。重度肝硬変患者」という。)に対し、入院記録票を交付す
るものとする。

なお、入院記録票は指定医療機関を経由して交付できるものとする。

(2)八院記録票の交付を受けた肝がん 。重度肝硬変患者は、指定医療機関に入
院する際に入院記録票を当該指定医療機関に提示するものとすると

(3)入院記録票を提示された指定医療機関は、肝がん 。童度肝硬変患者が別添
2に定める病名を有して、当該指定医療機関に入院して実施要綱掲 (1)に
定める肝がん 。重度肝硬変入院医療に該当するものとして別添 3に定める

医療行為 (以下「肝がん 。重度肝硬変入院医療」という。)が実施された場
合は、入院のあった月毎に入院記録票に所定の事項を記載するものとする。

5,対象患者が指定医療機関に対し支払う額       ｀

指定医療機関において肝がん。重度肝硬変入院関係医療 (―の指定医療機関

_における当該医療!であって下都負担額が健康保険法施行令 (大正115年勅令
第 243号 )第 41条第 7項に規定する特定疾病給付対象療養 (以下「特定疾
病給付姑象療養」という。)に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限
る。)を受けた参加者であって、当該医療の行われた月以前の 12月 以内に指
定医療機「関において肝がん。重度肝硬変入院関係:医療 (高額療養費が支給され

るものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上ある旨の記載がある入院記録票

を提示した者は、実施要綱 3(3)に定める医療に係る医療費として、当該指
定医療機関に対し、実施要綱 5(2)② イに定める金額を支払うものとする。

6.対象患者が 5.に より自己負担額の軽減を受けることができない場合の取扱
い

(1)指定医療機関に入院して肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が
支給されるものに限る。)を受けた参加者であって、当該医療の行われた月



以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん i重度肝硬変入院関係医
療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上あ

、 5 の

要綱 3(3)に 定める医療に要した医療費のうち実施要綱 5(2)② に定め
る金額を都道府県知事に請求することができるものとする。

(2)(1)に 定めるところにより請求を行お うとする者 (以下「請求者」とい
う。)は、別紙様式例 7に よる肝がん・重度月干硬変治療研究促進事業医療費
償還払い請求書に、次に掲げる書類を添えて、請求者が居住する都道府県の

知事に申請するものとする。

ア 請求者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者
医療被保険者証の写 し

イ 請求者の参加者証の写し
ウ 請求者が指定医療機関に入院 して肝がん 。重度月干硬変入院関係医療 (高
額療養費が支給されるものに限る。)を受けた参加者であつて、当該医療
の行われた月以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝

硬変入院関係医療 (高額療養費が支給 されるも|のに限る。)を受けた月教
が既に 3月 以上ある旨の記載がある入院記録票の写し

工 当該月において受診 した全ての医療機関が発行 した領収書及び診療明
細書

オ その他、都道府県知事が申請内容の審査に必要と認める書類
(3)(1)に よる請求を受けた都道府県知事は、(2)に掲げる書類を審査 した
結果適当と認める場合は、請求者に封 し、実施要綱 3(3)に 定める医療に
要した医療費のうち、実施要綱 5(2)② に定める金額を交付するものとす
る。

7.指定医療機関の指定及び役割について
(1)実施要綱 5(1)の 定めによる指定医療機関の指定を受けようとする保険
医療機関は、別添様式例 8による肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業指定

医療機関指定申請書 (以下「指定申請書」という。)を都道府県知事に提出
するものとする。

(2)都道府県知事は、肝がん 。重度肝硬変入院医療を適切に行 うことができ、
かつ、本事業の実施に協力することができる旨を記載 した指定申請書を提

出した保険医療機関を肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機

関として指定するものとする。また、都道府県知事は、指定した指定医療機

関について、別紙様式例 9に より厚生労働大臣へ報告するものとする。なお、

都道府県知事が、指定医療機関の指定の取消を行つたときも同様 とする。

つ て し



(3)都道府県知事は、自らが参加者証を交付した参加者が、他の都道府県知事
の指定を受けている指定医療機関において実施要綱 3(3)に定めるI医療を
受けた場合には、当該指定医療機関を自ら指定した指定医療機関とみなし

て、実施要綱 3(3)に定める医療に要した医療費のうち、実施要綱 5(2)
②に定める金額を交付するものとする。

(4)指定医療機関は、次に掲げる役割を担うものとする。
① 肝がん。重度肝硬変患者がいる場合、本事業にっいての説明及び入院
記録票の交付を行 うこと。

② 入院記録票の記載を行うこと。
――――一―K。と―蛋風蜘 滋 ヱと功註塗瀬に」Ц玉_圧と迩当とと■畳塾堕夢H範亜つ廷夕堂麟 に堂廷呼算二十一―~―

している医師に個人票等を作成させ、交付すること。        )
④ 当該月以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝硬
変入院関係医療 (高嶺療養費が支給されるものに限る。)を受けた月
数が既に 3月 以上ある場合のものとして、本事業の対象となる肝が

ん。重度肝硬変入院関係医療 (一部負担額が特定疾病給付対象療養に

係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)が行われた場合に
は、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行 うこと。

⑤ その他、指定医療機関として本事業に必要な姑応について協力する
こと。

(5)指定医療機関は、指定申請書の内容に変更があつた場合は、速やかに都道
府県知事に届け出るものとし、指定医療機関であることを辞退するため指

定医療機関の指定の取消を求める場合は、参加者の利用に支障のないよう

十分な時間的余裕をもつて事前に届けるものとする。

8.対象医療及び認定基準等の周知等にっいて
都道府県知事は、本事業の適正な運用を確保するために指定医療機関に対

ヒ́て本事業の姑象医療及び診断・認定基準等の周知に努めるものとする。

!また、都道府県知事は、指定医療機関に雑して定期的テょ
｀
指導 !助言を行 うよ

う努めるとともに、本事業を適正に実施 していない指定医療機関に対 して、本

事業の適正な推進に必要な措置を講 じるものとする。

9.都道府県外へ転出した場合の取扱いについて
'参
加者は、都道府県外入転出し、転出先においても引き続き当該参加者証の

交付を受けようとする場合には、転出日の属する月の翌月末日までに、転出前

に交付されていた参加者証、変更部分を記載した交付申請書、1(1)の①か
ら③の区分によりそれぞれに掲げる書類 (個人票等及び入院記録票の写しを



除く)を添えて転出先の都道府県宍母事に提出するものとする。転出先の都道府

県知事は、当該提出があうた旨を転出元の都道府県知事に伝達するとともに、

日の る月の 日 ん が われて

いない場合は、実施要綱3(3)に定める医療に要した医療費のうち、実施要
′率岡5(2)②に定める金額を負担する.ものとするも
なお、この場合における参加者証の有効期FH]は ,転出日からとするのを原貝J
として、転出前に交付されていた参加者証の有効期間の終期までとする。

10.代理申請等   
「   :  .・ i. :    i/t

lの医凍給付の申請、3の参力Π終子の申請、■ の償還払いの請求及び 9あ転

出先の都道府:県知事への届出については(:代理人に手続きを委任することが

できるものとする。    ・

11,情報収集                   :
都道府県知事は、必要に応じて、!本事業のより効果的な運用に資するための

情報収集等を行うことができるものとする。





(男 lJ添 1)

肝がん・重度肝硬変 (非代償!性月〒硬変)!の診断・認定基準

医師が肝がん。重度月千硬変 (非代償性月千硬変)と 診断し、臨床調査個人票を作成し、それに

基づき都道府県知事が認定する際の基準を以下の通り定める。

○ウイルス性であることの診断・認定

1)「 B型肝炎ウイルス性」であることは、HBS抗原陽性あるいは■BV―DNA陽性、のいずれか

を確認する。     て           、

*B型慢性肝炎の HBs抗原消失例を考慮し(HBs抗原陰性であつても過去に半年以上継続する

HBs抗原陽性が認められるものは、含まれることとするも

2)「 C型肝炎ウイルス性」であることは、HCV抗体陽性 (HCV RNA陰性でも含む)あ るいは

,HCV―RNA陽性 、のいずれ か を確認す る。

○肝がんであることの診断・認定

現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認する。ただ

し、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいう。

・画像検査       `
造影CT、 造影MRI、 血管造影/造影下CT

・病理検査

切除標本、腫瘍生検

○重度肝硬変 (非代償性肝硬変)であ乙ことの診断・認定

現在あるいは以前に重度肝硬変 (非代償1性肝硬変)であることを、次のいずれかの基準で判

定する。                     ‐           ,
・Child Putth score 7点 以上

・別添 3の 2に定める「重度肝硬変 (非代償性月干硬変)の医療行為」または、4に定める「重

度肝硬変 (非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有

する。



―(男 lJ湖く2)■ ――

肝がん。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の病名の判定基準

1.肝がん患者であるかの判:定基準

電子カルテ用 ICD10対応標準病名マネタィ

病名     病名管理責号 ICD10コ ィ ド
月干据言         20057651      C220

肝細胞癌   20057070   C220

原発性月干癌    20060430     C220

肝細胞癌破裂 20099318   C220/K768

肝内胆管癌  20057132   C221

胆管細胞癌  20070164   C221

混合型肝癌  20087874   C227

肝癌骨転移  ́20087470   C795

21重度肝硬変 (非代償性肝硬変)患者であるかの判定基準

電子カルテ用 ICD10対 マスタィ

病名交換用 コー ド

/C5L0

U7HP

HU4F

CDUC

VF8」

PFSN

G3VC

FT2V

病名

肝不全

非代償性肝硬変

慢性肝不全

B型非代償性肝硬変

C型非代償J陛月干石買変

病名 管理 番 号

20057155

20074455

20076391

20100410

_20100412 -―

201057092

20090073

ICD10コ ー ド

K729

K746

K721

B181

-B+82 1

K767

K768

病名交換用 コー ド

S3TE

RGML

R8R3

」13K

EF6J―          ――

BBlJ          、

VNRP          (

KHRO

肝腎症候群

月千月市症侯群

肝性昏睡 _

肝性脳症

肝性浮腫

肝性腹水

肝浮腫.:
難治性腹水

腹水症

肝性胸水

肝細胞性黄痙
~吾
静 脈 瘤

:「 :・ ― ・

胃静脈瘤出血

胃静脈瘤破裂

食道静脈瘤

食道静脈瘤出血

食道静脈瘤破裂

食道胃静脈瘤

_ _ _ 20057095_ !     K729 _

20057096       K729

20057097      . R609

20057098       R18

_   と!200157156__ i  lと K7168  _

20072330       R18

20075375       R18

20088105       K769/」 91:

20057071       K729

20054220       1364   !

′    20094926       1864

20094925       1864

20065291       1859

20065292       1850

20065293       1850

20087148       1859/1864

N50L

E188

UBQ0

USD3

L8C7

SQTN

DROE

」4UY

」EυH

UFU2

HRMP

UAFB

TC7G

M8GP

F6F7



肝ぼ変に伴う食道静脈藩  20096774

肝硬変に伴う食道静脈瘤出■ 20102608

円脈圧売進症1       20077171

F星脈匡元進症世冑症i11  2()088061

F]脈圧尤進症性腸症 , 20093513

K746/1982

K746/1932

K766

K766    :

K766/K63&

」6S5

P711

G19D

:降貯

・町 9Q

糸冊菌性腹膜炎 20062300 K658 F」SD



l月可添 3)
` 肝がん ど重度肝硬変 (非代償性月干硬変)の治療目的の

入院と判断するための医療行為二覧
‐  ―

1.肝がんの医療行為

手術

区分番号  診療行為名称                      請求ヨード

K695-00  肝切除術 (部分切除)                  150362610
K695-00  肝切除術 (亜区域切除)                 150362710
K695-OQ  肝切除術 (外側区域切除)   ィ           150362810

K695-00

K695■ 00

K695-00

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K697‐ 03

K69

K697-03

K69702___肝悪性】重瘍マイクロ波垂鳳法 l腹隆鏡〉

K697-02  肝悪性腫瘍マイクロ波疑固法 (その他 )

肝切除術 (2区域切除)

肝切除術 (3区域切除以上)

肝切除術 (2区域切除以上で血行再建)

腹腔鏡下肝切除術 (部分切除)          .
腹腔鏡下肝切除術 (外側区域切除)

腹腔鏡下肝切除術 (亜区域切除)

腹腔鏡下肝切除術 (1区域切除 (外側区域切除を除く))

腹腔鏡下肝切除術 (2区域切除)

腹腔鏡下肝切除術 (3区域切除以上)

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cm以内)(腹腔鏡 )
__月干悪性月重瘍ラ_ジォ波焼灼疫法 (2_生n以内)(そのイ也)__

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cmを超える)(腹腔鏡)

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cれ を超える)(その他)

150363010

150363110

150363210

150348010

150348110  う

150388710

150388810

150388910

150389010

150378410

150R7R昂 10

K615■00  血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術)

K615,00_ 血管塞栓術 (頭部、胸腔、―複腔内血管等)(そのと )

K69作o5  生体部分肝移植術

処置

J017-00  エタノ‐ル局所注入

K697-03

放 i射線治療

M001-00

M001-02

M001-03

150378610

150378710

150378210__ __i_二

150378210

150376810

150360710-   ―― ――

150284810

140050910

180020710*

180018910

180026750*

体外照射 (高エネルギー放射線治療)

ガンマサイフによる定位放射線治療

直線加速器による放射線治療



注射

G003‐ 00

C003-03

抗悪性腫瘍斉il局所持続注入

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入

130007510

130010410

E00子00  造影剤注入 (動脈造影カテーテル法)(選択的血管造影 )
*該当する区分の検査すべてを含む。        1

170027110

140003210*

140004110

140003610

140004510

170027110

2.重度肝硬変 (非代債性肝硬変)の医療行為

診療行為名称                      請求コエ ド

食道・胃静脈瘤手術 (血行速断術を主とする)       150136110
食道・胃静脈瘤手術 (食道離断術を主とする)       1501362fO
食道静脈瘤手術 (開腹)                 15013635σ
腹腔鏡下食道静脈瘤手術 (胃上部血行速断術)       .150366910

食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡)            150186510
内視鏡的食道 `胃静脈瘤結繁術  .           150270150
血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学

~基

栓術)

150376810

門脈体循環静脈吻合術 (門脈圧克進症手術)        150154510
胸水・腹水濾過濃縮再静注法               150159710

腹腔・静脈シャンドムルブ設置術             150260450
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術          ‐

150401110

牌摘出術                        150179810
腹腔鏡下B卑摘出術       

｀           150271850

生体部分肝移植術                   ・150284810

手術

区分番号

K532‐ 00

K532-00

K532-02

K532-03

K533-00

K533-02

K615-00

Ж621-00

K635-00

K635-02

K668-2

K711

K711■ 2

K697-05

処置

」008‐ 00

」019-00

」010-00

」021-00

胸腔穿刺

持続的胸腔 ドレナージ

腹腔穿刺 (人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む)

持続的腹腔 ドレナージ

画像診断

E003-00  造影剤注入 (動脈造影カテーテル法)(選択的血管造影 )

*該当する区分の検査すべてを含む。

3.肝がんの医療行為と判断する薬剤等 (一般名 )

(1)化学療法

殺細胞性抗癌剤 :エ ピルビシン、 ドキソルビシン、シスプラチン、ミツプラチン、やイ トやイ
シン C、 フルオロウラシル、ゲムシタビン、テガフール・ウラシル等       ノ



分子標的治療薬 :ツ ラフェニブ、レゴラフェニブ、レンバチニブ等

(2)鎮痛薬 ! !

オピオイド:モルヒネ、フェンタニル、ペチジン、ブプレノルフィン、ペンタブシン、エプタゾ

4.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等 (二般名 )
(1)肝性浮厚・腹水治療薬 Υ可尿薬)

肝性浮腫あるいは腹水、難治性腹水等の病名を有し、かつく下記薬剤を投与している場合に

′   は、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。

・        ・バブプレッシン受容体拮抗薬 :トルバプタン     そ

・ループ系利尿薬 :フ ロセミド、ブメタニド、トラセミド、プレタニド、アゾセミド

尿票耳ラ豆死巧石死万下フ下下フア琢ラ可万て巧碩万万万頭万丁ラ嘔下
TT~~~~~下 ~~~

(2)月帝性脳症治療薬

肝性脳症の病名を有し、効能又は効果として F慢性肝障害時における凋図症の改善」を有する

薬剤 (商品名 :ア ミノレバン、テルフィス、ヒカリレバン、モリ入パミン)による治療が実施さ

れてぃる場合には、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と判断すると

(3)抗 ウイルス治療薬

効能又は効果として「HC(RNA陽性のC型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」を有

する薬剤による治療が実施されている場合には、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の封象医療と

判断する。ただし、肝炎治療特別促進事業において、非代償性肝硬変 (Chil卜Pugh分類 B及び

C)に対するインターフェロンフリー治療の対象患者と認定された者に限る。

.その他の医療行為

別添 2「肝がん 。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の病名の判定基準」に記載のある病名があ

り、入院で次に示す医療行為が行われた場合、本事業の入院医療と判断する。

・肝がんが肝臓以外に転移した時に転移巣に対して行われる手術 (腫瘍摘出術等)  ′
・肝がんが胆管に浸潤するなどした場合の減黄治療 (内視鏡的胆道 ドレナエジ等)

。門脈血栓症に対する薬物治療 (保険適用のある薬剤に限る)

,上記以外であって、冊がん又は重度肝硬変 (非代償性肝硬変)に より発生したことが明ら

かな合併症状に対する治療を目的とした入院であるとして、本事業の入院医療と判断する

もの。なお、当該医療行為については、事前に都道府県を通 じてその内容を厚生労働省に

情報提供するものとする。 !



(別紙様式例 1)

※参加者証の交付後に申請内容に変更があつた場合は、参加者証を交付している都道府県知

事に、変更箇所を交付申請書に記載し、参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて提

出すること。

申
　
圭巾
　
者

（医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
）

度

歴

市成

用

助本

利

病 名

加入医療保険

個 人 番 号

住   所

生年月 日

氏    名

保 険 者 番 号

保 険 種 別

被 保 険 者 氏 名

協・組 。共 l国・後

年   月   口

性
―
 別

被 保 険者 証 の

記 号 。番 号

申請者との統柄

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について説明を受け、本事業の趣旨を理解しく同意する

ので、肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参力日者証の ( 新規 ・更新 )交付を申請します。

年  月  日

知事 殿

申請者氏名               印

(代理人の場合は代理人の氏名の記載 と押印 )

1.あ り       2.な し

公費負担者番号
と受給者番号 (

有効期間 (    年  月｀ 日～
)

年  月  日)

(電話

男・女

肝がル・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証 ( 新規

交付申請書

更新 )



(別紙様式例2)

臨床調査個人票及び同意書

診 断

他
き
項
べ
の
す載

そ
記
事

診 断 根 拠

検 査 所 見

診 断 年 月

柱 訴

フ  リ  ガ す

患 者 氏 名

年  月
前医
(あれば記
載する)

男・女

性別

厚生労働省の研究事業について説明を受け、本研究事業の趣旨を理解し、臨床デエタ(臨床調査個人票等)を提供し、活用さ
れることに同意します。

同意年月日      年  月  日

印

印
患者氏名

(代講者の場合

'よ

代諾者の氏名

・同
~― ~ ~覇

妻
TT T: 下薙著

医療機関名及び所在地

医日頭氏名 印

記載年月日   年  月  日

該当するすべての項目にチェックを入れる。
□肝がん          (B型 肝炎ウイルスによる)
□肝がん          (c型 肝炎ウイルスによる)
□重度月T硬変 ()F代償性肝硬変)(B型肝炎ウイルスによる)
□重度肝硬変 ()F代償性肝T更変)(C型肝炎ウイルスによる)

【肝がんの場合】(該当する項目にチェンクを入れる)
□画像検査 (□ 造影CT、 □造影MRI、 □血管造影/造影下CT)(検査日:
□病理検査 (□ 切除標本、 □腫瘍生検)(検査日:   年  月  日)
□ その他 (

湛釜肇辞接塞福§奪替こ幕鰺 鶴 錨 彰 :襲躍 ζだ喜牲ザダ竪詔発をで
付する半

甲 0111● Pug4 S鯉中至家 必上 (検査 Ri___年  二_ _日 洸    _
□ 月噂に定める「重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為」の治療歴を有する。
(当該医療行為の実施日:   年  月  日)

)

年  月  日)

lB型月干炎ウイルスマーカー(該当する項目にチェンクを入れる)
□ HBs抗原陽性 (検査日:   年  月  日)
又|ま
HBV―DNA陽性 (検査日:   年  月  日)
□ HBs抗原消失例 (過去に6ヶ月以上間隔を空けて実施した連続する2回の測定結果でHBs抗原陽性で
ある)              .
1回 目 HBs抗原陽性 (検査日:   年  月  日)

2C型肝炎ウイルスマーカエ(該当する項目にチェックを入れる)
□ HCV抗体陽性 (検査日:   年  月  日)
□ HCV― RNA陽性 (検査日:   年  月  日)

3血液検査 (検査 日:   年  月' 日)
AST      _ U//L  ALT '     _ U//L
血清アルブミン ___g/dL  血清総ビリルビン _mg/dL

年  月  日)身体所見(該当する項目にチェンクを入れる)(検査日
腹水 (□なし、日軽度、日中程度以上)

血小板数  ___/μ L
プロトロンビン時間 ___%

医療機関名

医師名

電話番号 ( )

郵便番号

年 1 月  日 (満  歳 )

生年月日(年齢)



"
め の

資料が瀦儀第ぼ九           1          生
隠定医療機関と患を本人との肝でガレ`られるものとノFクますが、瓢道府環から指定医療機関位郎先 ていただ<こと
たノヂクま九                    

―

ノょヽお、すべての意を′ごオしてl″7-のものを示す必要カミあるので、交灯たあたク、翻 容の色抒 自電除はイデわノrレ で`
ぐださレち                 !



別紙様式例 3

参
　
加
　
者

備

交 付 年 月 綱

県

名

印

府

・事

び

道

・

都

知

及

自己負 担月 額ヽ

有 効 期 間

保 険 者 番 号

保 険 種 別

生年 月 日

氏   名

住   所

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負 lH者番号

協・組 ,共 :国 。後

く

適用 区分

被保険者証の記号・番号

年 月 日

月 日

(都道府県名) (都道府県矢日事妬)  ◎
~~

二■ 0与  0_00円

自

至

年

年

月

月
イ

日

日

男 ・ 女

肝がん・重疫肝硬変治療研究促進事業参加者証



別紙様式例 3

(裏面)

注意事項

1.本証を交付された方は、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 (以下「本事業Jと いう。)の
参加者となり、2の条件を満たした場合に限り、月けに定める対象医療の費用のうち4月 目以降の

尊 下恵蓄=         臣になすます戸
~~~~~― ――――――――――下下~下~~

2.本事業において助成対象となる医療は、原則として、過去 12月 以内に、指定医療機関におい
て肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既
に3月 以上あるものに限られます。

3.指定医療機関の窓日での負担が 1万円となるのは、同一の月に、一つの指定医療機関における
1回の入院で、肝がん 。重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた

場合です。

4.同一の月下に、一つの指定医療機関における複数回の入院で、肝がん 。重度月千硬変入院関係医療
の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えたなどの場合は、償還払いの手続きをとることにな

ります。

5.窓 口負担が 1万円になった場合でも、審査支払機関の審査の結果によっては、条件を満たさな
いことになり、追徴となる可能性があるので留意してください。             ‐

6.本証の交付を受けた際は、必ず、入院している指定医療機関に提示していください。
7.本証の有効期間の満了後に引き続き本事業に参加することを希望する場合は、交付申請書に必
要事項を記載し、‐居住する都道府県の知事が定める交付申請書に添付する書類 (住民票等)を添
えて、||々特議|と菊屈|'た理馨冴芳静噂鬱|!に更新の申請を行つてください。

8,本証の住所、氏名、保険種別、被保険者証の記号・番号及び保険者番号に変更があったとき (他
の都道府県に転居した場合を除く)は、速やかに、変更した箇所を交付申請書に記載し、本証と、
変更箇所に関係する書類を添えて(総 手―と交付 した都道府県知事,)に提出してください。
9.都道府県外へ転出する場合 (住民票を移した場合)において、転出後も本事業に参加し、参加
者証の交付を受けたい場合は、転出日の属する月の翌月の末日までに、住所等変更箇所を記載し

た交付申請書を、本証と、転居先の都道府県が定める交付申請書に添付する書類 (住民票等)を
添えて、転出先の都道府県知事に提出してください。

10.都道府県知事に償還払いを請求する場合は、本証の写しを都道府県知事に提出することになり
ます。

H.厚生労働省の研究事業に協力することの同意の撤回を希望する場合、及び事業への参加を終了
したい場合は、下の連絡先 (本証を交付した都道府県の担当係)宛てに、「月干がん 。重度肝硬変
治療研究促進事業参加終了申請書」に必要事項を記載し、本証を添えて提出してください。なお、
「月千がん 。重度月千硬変治療研究促進事業参加終了申請書」を都道府県が受理した日に属する月の

末日までは、同意が撤回されないことに留意してください。

12.本証を破損したり、汚したり又は紛失した場合は、|1徳訂―と糠 与々 務道府県知事,)にその旨
を届け出てください。

13.本証を不Iな 目的で用いないでください。また、本証の利用は誠実に行つてください。
14,そ の他の問い合わせは下記に連絡 してください。                    ´

連絡先  OIO都道府県00都00課O10係―



参加終了の理由

(任 意記載 )

添 付 書 類

参 加 者 証 の

有 効 期 間

生 年 月 日

ふ
氏

な

ん名

住 所

公費負担医療の

受 給 者 番 号

/ム`費負担有苔号

年 月 日

っいて説明を受けく本事業の趣旨を理解し、厚生労働

省の研究事業に臨床データ (臨床調査個人票等)を提供し、活用されることに同意して本事業に

てねりましたが、今鞘【同意珪数回することとし、_事業への参力日を終了するこセ とと蛙 一ヽヽ

ので申請します。     1    ‐                    .
なお、本申請書の受理日の月の末日まで、臨床デユタ (臨床調査個人票等)ん 活ヽ用されること

についてあらかじめ了承いたします。                          ・

申請者氏名 印

(都道府県名) 知事殿

肝がん。重度月千石更

１

　

２

　

３

自分の臨床デ
=夕
を活用されたくない

医療費の助成を受けたくない

光_その他 (

□ 肝がル・重度肝硬変治療研究促進事業参力日者証

自

至

年

年

月

月

日

日

男 女

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書



終 了 の 理 由

終 了 年 月 日

助i成 制 度 の :

利 用 実 績

参 カロ者 1証 の

i有・効 期 間
(嵐近!めもの)

ふ

氏

り が  な

公費負担医療の

I受給者番号|

公費負担者番号

年 月

胡干が

～
二重度肝硬変治療研究促進事業への参加は、上記終了

通知するjなおく同日付をもつて、本事業に関する臨床デエタ!

Tするものとする。.:       .i

(都道府県名)(都道府県知事名)  ⑪

年月日をもつて終
=す
ることを|

(臨床調査個人票等)あ活角を終

l,参力,終了申請書の提出
身: その他:(   1

日 (※受理由の月の末日)年 月

自

至

年

年

月

月

日

日

自

至

月

月

日

日

肝がん。車度肝硬変治療研究促進事業参加終了通知書



別紙様式例 6

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票

O患者の方へのお願い ~ ~
肝がん又は重度肝硬変により入院した場合には、この記録票を、指定医療機関

―
の窓日に忘れずに提示してください。

手
=た
、都道府県に償還払いを請求する場合は、この記録票の写しを請求書に添付してください。

O指定医療機関の会計窓日の方へのお願い
この入院医療記録票が提示されましたら、肝がん・重度肝硬変入院関係医療kかかる記録の記栽をお願い致します。

L所

氏名

ギE,,町

生年月日 年 月 日

○

の の を たときの は、

日付 医療機関名 (印 )

口 実施要綱 3(2)に
定める肝がん・重度

肝硬交入院 &弓係医療

口 実施要編 3(2)に
定める肝がん・重度
肝硬変入院関係医療

医療内容

OO円

△ △円

0● 円

▽ ▽ 円 ◇◇円

OO円

△△ 円

0● 円

▽ ▽ 円 ◇◇円

客口支払額 他公費負担医療の支払額

保険種別

保険者番号

被保険者証の記号・番号

つてくだ とヽ

② 4/12」 で

関は、指定医療機関ごとに、次の
の

の入 力 つてく
して 1万 円 したと

し

(注 1)上記②に該当する場合は、「10,000円」と記入してください。それ以外の場合は、入院関係医療の自己員担額 (1割～3割。ただし、この記入欄におしヽては、 1
割～3割が入院関係医療の高額療養受算定基準額を超えた場合は、その入院関係医療の高額療養受算定基準額とします。)を記入してください。

(注 2)上記②に該当する場合は、特定疾病総付対象療養に係る高額療査費算定基準額を記入してください。上記②の数値が「4/12」 以上である場合はt特定疾病給
付対象療登としての多数国該当の基準額があるときは、その額となります。

△

(1 入院関係医療の を超えたとき は、次の環
ってくだ

② しこそ 1五日としたと_

(注 1)上記②に該当する場合は「10,OOO円 」と記入してください。それ以外の場合は、入院関係医療の自己負担額 (1割～3割。ただし、この記入欄においては、1割
～3割が入院関係医療の高額療養費算定基準額を超えた場合は、その入院関係医療の高額療査費算定基準g員とします。)を記入してください。

(注 2)上記②に該当する場合は、特定疾痛総付対象療登に原る高額療養費算定基準額を記入してください。上記②の数値が「4/12」 以上である場合は、指定疾病給
付対象療責としての多数国該当の基準額があるときは、その額となります

^

当該月の入院関係医療の自己負担額 (1 目 ( の入力を

② 4/12」 以上 で る場合で、当該月の入院関係医療を として の を 1

ごとに 力 を てください。

の

△

(注 1)上記②に該当する場合は「 lo,000円 」と記入してくださしヽ。それ以外の場合は、入院関係医療の自己負担額 (1割～3割。ただし、この記入欄においては、 1割
～3割が入院関係医療の高額療登費算定基準額を超えた場合は、その入院関係医類の高額療養資算定基楽額とします。)を記入してください。

(注 2)上記②に該当する場合は、指定戻痛総付対象療養に係る高額療養費毎定基準額を言B入してくださしヽ。上記②の叡道が「4/12」 )メ`上である場合は、特定疾痛総
付対象療震としての多数□該当の基準額があるときは、その額となります。

を超えた月数のカウント /12

当酸月以前の 12月 において、指定医療機関ごとに、入院関係医療を特定疾
病綸付対象森養として、その自己負担額を 1万円とした月数のカウント

“
“

日付 医療機関名 (印 )

□ 実施要綱 3(2)に
定める肝がん・重度

肝硬交入院関係医療

口 実施妥綱 3(2)に
定める肝がん・重度

肝硬変入院関係医療

医療内容

OO円

△ △円

0● 円

▽ ▽ 円 ◇◇円

OO円

△ △ 円

0● 円

▽ ▽ 円 ◇◇円

窓回支払額 他公費負担医療の支払領 保険者番号

保険種別    :被 保険者証の記号・ 番号

つ ての だ

12月 において、指定医療機関ごとに、入院関係医療を特定疾
して、その自己負担額を 1万円とした月数のカウント

骸月

以前の12月 において、入院関係医療の自己負担額 (刊 割～3莉 )が入院関係医療の高額熊当

た月数のカウント /12

は 、 に O

は、右欄にO

日付 医療機関名 (印 )

口 実施婁綱 3(2)に
定める肝がん・重度
肝硬交入院関係医療

□ 実施要綱 3(2)に
定める肝がん 重度
肝硬交入院関係医療

医療内容

△ △ 円

OO円 0● 円

▽▽円 ◇◇円

OO円

△ △円

●●円

▽ ▽ 円 ◇◇円

(注 1)

入院関係医療の高額療養費

審口支払額 他公費負担医療の支払領

保険診療の

保険香番号

保険種別    :被 保険者証の記号・ 番号

当骸月以前の12月 において、指定医療機関ごとに、八院関係医療を特定疾
病給付対象療養として、その自己負担額を1万円とした月数のカウント

以前の 12月 において、入院関係医療の自己負担額 (司 割～3割 )が入院関係医療の高額崇
定基準額を超えた月数のカウント /12

は、右幅にO 中
中



(別紙様式夕l17)

● ●  知  事

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書

年   月   日

氏名 ⑪

電話番号  (   )

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の医療費を下のとおり請求しますp

なお、支払金額は次の日座に振り込んでください。

※提出にあたっての注意事項。

1 本請求書とともに、下記の書類を添付の上、手続きを進めてください。

① 請求者 (参加者)の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保
険者証の写し

② 請求者 (参加者)の肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し
③ 請求者 (参加者)の肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票の写し
④ 当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書  i
⑤ その他 (都道府県知事が必要と認める書類)
請求者 (参加者)の押印欄に必ず押印してください。

振込口座については、請求者 (参加者)の名義の日座を記載してください。

(都道府県記入欄)

決定額
百万 十 万 万 千 百 十 円

２

３

振込口座

(請求者)

ふ り が な

参力日者氏名

口座

番号

(金融機関名 )

ふ  り が  な

口 座 名 義

支店

出張所

公費負担医療
の受給者番号

公費負担者

番号

支店コー ド 種別

普 通・当 座

/



(別紙様式例 8)

年   月 日

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書

知事  様

開 設 者 の 住 所 (法人の場合は主たる事務所の所在地)

開 設 者 の 氏 名 (法人の場合は法人の名称と代表者の職・氏名う

Fロ

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業による指定医療機関として指定を受けたいので

申請します。

なお、指定の上は、肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱及び肝がん 。重度

肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いの定めるところに従つて、医療を担当します。

記

開

設

者

医

療

機

関

氏名 (※ 2)

住所 (※ 1)

開 設 年 月 日

医療機関コー ド

所在地

種  類

名  称

|

□ 実務上の取扱い別添 3に定める医療を行 うことができる施設である。
□ 指定医療機関に求められる以下の役割を行 うことができると
。肝がん 。重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び入院記録票の交
付を行 うこと。
・入院記録票の記載を行 うことを
,患者から依頼があつた場合には、肝がん 。重度肝硬変入院医療に従事している医
師に個人票等を作成させ、交付すること。
‐当該月以前の 12月 以内に指走~医療機関においで肝がん 。重度肝硬変入院関係医 i

療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上ある場合
のものとして、本事業の対象となる肝がん ■重度肝硬変入院関係医療 (下部負担
額が特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)が
行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行 うこと。
。その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

年   月 日

診療所 (有床 )病 院

電話 (

※ 1)開設者が法人の場合は、法人の主たる事務所の所在地  ※2)開設者が法人の場合は、法人の名称及び代表者氏名



別紙様式例9

OO県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿
<2018年 12月報告版>

都道府県名       F

種類 (※ 刊)
※ 2 ※ 3

手旨定口
名称 電話番号 医療機関ヨード 所在地 備考

※呵 種類については、病院または診療所の別を記入すること。
※2実施要綱10(1)に 規定する指定のあつた日を記入すること。(指定のあった日の属する月から、医療費の公費負担が可能)
※3実施要綱10(1)に 規定する指定を受けていたものとみなされる日を記入すること。(その日の属する月から、入院記録票の記載が可能)






